
総額 従来分 増収（社会保障財源化）分

千円 千円 千円

13,859,176 6,295,535 7,563,641

国県支出金 その他
左記のうち引上げ分の
地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

千円 千円 千円 千円 千円

社会福祉 80,342,221 48,764,635 2,115,026 29,462,560 3,861,640

社会保険 20,990,024 4,125,958 47,447 16,816,619 2,998,484

保健衛生 9,344,494 3,723,222 411,840 5,209,432 703,517

110,676,739 56,613,815 2,574,313 51,488,611 7,563,641

事業名 ６年度決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当先について

　 平成２６年４月１日（５％→８％）と令和元年１０月（８％→１０％）の消費税及び地方消費税の税率引上げに伴い、増収になった地方消費税交付金（以下「社会保障
財源化分」という。）は、その使い道を明確にし、社会保障施策に要する経費に充てることになっている。
　 令和６年度松山市一般会計決算での社会保障財源化分の充当状況は、以下のとおりである。

１　地方消費税交付金決算額

２　社会保障財源化分が充当された社会保障施策に要する経費

    社会保障財源化分７５億６，３６４万１千円を、社会保障施策に要する経費の一般財源５１４億８，８６１万１千円に充当した。

障害者福祉事業、高齢者福祉事業
児童福祉事業、母子福祉事業
生活保護扶助事業など

国民健康保険事業、介護保険事業
後期高齢者医療事業

診療所事業、
疾病予防対策（予防接種）事業、
健康増進（がん検診）事業など

合計


